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地域の力を盛岡のまちづくりにつなげよう！  地域の力を盛岡のまちづくりにつなげよう！  

発行日：令和５年１１月20日 

発行元：盛岡市市民部 

     市民協働推進課 
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 盛岡市は、地域課題の解決や、まちの賑わいづくり

に資する公益的な事業を募集する「公募型協働推進事

業」を実施しています。 

 令和４年度は、次の３事業について募集しました。 

① 協働事業 

 市が実施していない事業で、団体等と市が協働する

ことにより、高い成果が期待できる公益的な事業。 

② 施設等活用事業 

 指定のまちづくり拠点施設等の利用活性化や、施設

等を中心としたまちの賑わいづくりを行う事業。 

③ テーマ設定型事業 

 市が設定したテーマに基づいて、団体等と市が協働

で実施する公益的な事業。 

 ≪応募資格者≫ 

 盛岡市内に主たる事務所を有し、又は盛岡市内で活

動実績がある市民活動団体等。 

※個人での応募はできません。 

 ≪補助対象額≫ 

 補助額は、補助対象経費の４/５以内。 

 補助対象経費が10万円未満の事業については、補

助対象経費の全額。補助対象経費が10万円以上12万5

千円以下の事業については、10万円を補助します。 

補助最高額

50万円 

選考委員会（令和５年度開催）の様子 

協働によるまちづくり 
/公募型協働推進事業の活動事例集 
 （令和４年度ｖｅｒ） 
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テーマ設定型事業 
令和５年度に市がテーマを設定し、企画提案を募集した事業は次のとおりです。 

※事業を募集するテーマ・担当課は毎年異なります。 

施設等活用事業 

 施設等活用事業の対象となる「まちづくり拠点施設等」は、盛岡市が平成24年から26年度にかけて

市民協働推進事業（まちづくり施設整備事業）により整備された、次の６施設です。 

三㐂亭（旧藤原家町家

（三原家）） 

場所：鉈屋町9-35 

旧盛中図書庫及び鉈屋

町・大慈寺露地遊歩道 

場所：鉈屋町9-35 

鉈屋町旧消防番屋 

場所：鉈屋町9-36 

茣蓙九・森九商店 

場所：紺屋町1-31 

太田民俗資料館 

場所：中太田深持９ 

盛岡駅前 

観光案内ビジョン 

場所：盛岡駅前通1-48 

テーマ 担当課  

地域と連携したまちの文化と日常の魅力を伝えるための取組    都市戦略室  １ 

高校生などが地域において学びを得られる機会の提供   都市戦略室  ２ 

震災記憶の風化防止に向けた取組  危機管理防災課  ３ 

町内会・自治会のデジタル化を支援する取組  情報企画課  ４ 

NPO法人等による町内会・自治会等への課題解決アプローチ  市民協働推進課  ５ 

男女共同参画意識形成のための取組  男女共同参画推進室  ６ 

７ 盛岡の食文化を盛り上げる取組  経済企画課  

８ 市（いち）を起点とした「街なか」の賑わいの創出  経済企画課  

９ みんなで地域の移動手段を考えましょう  交通政策課  
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団体内で実施する事業を検討 

協働担当課を選定。 

担当課と事業内容を打ち合わせ。 

協働事業・テーマ設定型事業 

活用したい施設を選定。 

施設所有者の利用承諾を得る。 

施設等活用事業 

提案団体から、協働担当課へ申請

書（案）及び「事業実施に向けた

チェックシート（様式第５号）」

を提出。 

協働担当課から、提案団体へ「事

業実施に向けたチェックシート

（様式第５号）」を回答。 

応募期限までに、関係書類を添えて、市民協働推進課へ申請書を提出。 

市民協働推進課において、書類審査を実施。 

応募要件を満たしていることを確認した場合、提案団体及び協働担当課あ

て、選考委員会の日程を通知。 

選考委員会を実施。 

○応募期限 
 

【一次募集】令和４年５月12日（木） 

【二次募集】令和４年８月12日（金） 

選考委員会から１週間～10日を目処に、各団体あて選考結果を通知。 

「適」の場合 

 令和４年度の事業は、概ね次のような流れで行われました。 

○審査期間 

【一次募集】令和４年５月～６月 

【二次募集】令和４年８月～９月 

○選考結果通知日 

【一次募集】令和４年６月２日（木） 

【二次募集】令和４年９月６日（火） 

令和４年度公募型協働推進事業 

～応募から採択までの流れ～ 
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協働事業 

 活用施設 事業名 団体名 

１

位 

三㐂亭（旧藤原家町家

（三原家）） 
すばらしき音楽 ギターコンサートin町家事業 

（特非）プロ・ハン

ド岩手 

施設等活用事業 

 事業名 団体名 協働担当課 

１

位 

「松園リボーン：住民意見集約事業」これからの松園

はどんな街に～みんなで考えよう団地再生・まちづく

り～ 

MATSUZONO Reborn プロ

ジェクト研究会 
都市計画課 

２

位 

生徒に夢と感動を与え、人生の生き方に学ぶ「アラス

カフォトライブ」青少年健全育成事業 

（特非）キツツキネッ

トワーク岩手 
学校教育課 

３

位 
だんご石プロジェクト事業 

杜陵福祉推進会児童健

全育成支援基金 
河川課 

４

位 

中学校部活の地域移行に伴う 運動の場の創設を目指

す総合型地域スポーツクラブとしての対応事業 

（特非）いーはとーぶ

スポーツクラブ 
スポーツ推進課 

５

位 
私たちは「買われた」展盛岡 Compass 

男女共同参画推

進室 

６

位 
森壮已池遺作・遺品展事業（中止） 

（特非）いわてアート

サポートセンター 
文化国際課 

令和４年度 採択事業一覧 

テーマ設定型事業 【一次募集】 

【二次募集】 

 事業名 団体名 協働担当課 

１

位 
「高校生×盛岡の商店街×〇〇＝地域への愛着」事業 

ドリーム・シード・プ

ロジェクト 
都市計画課 

２

位 

地縁団体課題解決への意識醸成サポート事業～「地縁

組織」×「志縁組織」で地域を元気に～ 

（特非）いわてＮＰＯ

フォーラム２１ 
市民協働推進課 

３

位 

もりおか結婚支援ボランティア情報交換会・マッチン

グサポート事業 

（一社）日本結婚支援

協会 
子ども青少年課 

４

位 
「性の多様性を知る・学ぶ・考える・行動する」事業 

いわてレインボーマー

チ 

男女共同参画推

進室 

 事業名 団体名 協働担当課 

１

位 
「盛岡しょうが市開催事業」 

盛岡しょうが市実行委

員会 
経済企画課 

２

位 
八幡ともしび事業 

もりおか八幡界隈まち

づくりの会 
経済企画課 

３

位 
相乗りタクシー体験事業 油田地区自治公民館 交通政策課 

４

位 
震災短編小説「あの日から」朗読劇連続公演事業 

（特非）いわてアート

サポートセンター 
危機管理防災課 
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【実施主体】 

（特非）キツツキネットワーク岩手 

【設立年月日】 

 平成25年10月 

【代表者】 

 五十嵐 正 

【主な活動実績】 

 

○「知・徳・体・食・美」に係る学び研修事     

業 

 

〇生徒に夢と感動を与え、人生の生き方に学

ぶ、「アラスカフォトライブ」青少年健全育

成事業 

 

○終活サポート事業 

・研修の一助として、研修資料「私の生きる

ノート」・「同サポートブック」を全会員に 

送付。 

 

〇キツツキカフェ事業 

・世代をこえ触れ合いを通し、健康等につい

て気軽に話し合える包括カフェを実施。 

 アラスカ等で活躍する写真家松本紀生（まつもとのり

お）氏を招聘し、中学生や市民を対象に、同氏の作品紹

介や人生観についての講演を実施することで、道徳心や

人間性を育む契機とし、青少年の健全育成に貢献するこ

とができました。 

事業の内容 

【協働担当課】 学校教育課 

【令和４年度補助額】 301,000円 

・日時：①令和４年10月６日（木）10：00～11：30 

    ②令和４年10月６日（木）13：30～15：00 

・参加者数：633人 

・場所：①盛岡市立城東中学校 

    ②盛岡市立河南中学校 

〇内容 

 アラスカの大自然の生態やオーロラ等の自然現象

を映し出した自身の作品を紹介しながら、アラスカ

等で活躍する写真家松本紀生（まつもとのりお）氏

による講演を行うことで、臨場感あふれるままに生

徒たちの心に大きな感動を与え、青少年の健全育成

に貢献することができました。 

協働事業 （令和４年度活動事例） 

生徒に夢と感動を与え、人生の生き方に学ぶ 

「アラスカフォトライブ」青少年健全育成事業 

事
業
を
受
け
た
生
徒
の
姿 

 公演中の生徒の聞く姿勢と態度は大変立派

なもので、講師の話に生徒が反応するなど講

師と一体となり事業を進めることができまし

た。感想文にも「アラスカの自然のすごい映

像と松本さんのお話に感動しました。将来の

生き方を考える上においても大変感謝してお

ります。」等の内容を多くの生徒が記載して

おり、生徒たちの反響と感動の大きさが伝

わってきました。今後も子どもたちの心に響

き、大きな夢と希望を与える事業を行ってい

きたいです。 
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【実施主体】  

 

【設立年月日】 

 令和３年２月 

【代表者】 

 蠣崎 加奈子 

【主な活動実績】 

 

 ○高齢者および障がい者への出張ヘアー      

 カット、生活困窮家庭の子どもへの無料ヘ  

 アーカット事業    

 子どもへの出張ヘアーカット事業 

 

 ○親子で体験学習 みらいの森づくり（植 

 林イベント）を開催 

● 施設の所在地  

盛岡市鉈屋町9-35  

● 旧藤原家町家（三原家）修理活用事業 

歴史的建造物の旧藤原家（三原家）の保

存と活用のため、内外装の全面修繕と構造

補強、給排水、電気設備の更新を行い、催

事や飲食、宿泊体験などが可能な施設とし

て活用を図る。 

● 修理活用事業 実施期間 

平成24年７月３日～平成25年６月14日 

【令和４年度補助額】 

100,000円 

事業の内容 

町家という非日常空間での演奏を通して 

 演奏会には多くの方が集い、町家という非日常空間で

の演奏に身を委ねました。演奏後には「三㐂亭という古

民家に響き渡るクラッシックギターの演奏が素晴らし

い」「来年も開催してほしい」などの声があがりまし

た。また、コンサート前後に鉈屋町

界隈を散策した方もいて、町家の知

名度アップにつながったと感じてい

ます。 

 クラッシックギターの演奏や、朗

読とギターのコラボレーションを通

して、町家の存在や魅力を伝えると

ともに、観客の心を満たし、豊かな

心や感受性を育むことができたので

ないでしょうか。 

          

施設等活用事業 （令和４年度活動事例） 

活用施設 三㐂亭 

（旧藤原家町家（三原家）) 

・日時：令和４年10月10日（月） 

・参加者数：65名 

・場所：三㐂亭（旧藤原家町家(三原家)） 

〇内容 

 「すばらしき音楽in町家」クラシックギターコン

サートを開催しました。当日は午前の部と午後の部

と２回に分けて各部約１時間行われ、多くの老若男

女の方々が、三㐂亭の古民家に響き渡るクラシック

ギターの演奏に耳を傾けていました。   

  

すばらしき音楽 ギターコンサートin町家事業 

（特非）プロ・ハンド岩手 
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 高校生が商店街とつな

がり、商店街が高校生に

とって居場所の一つとな

り、地域への愛郷心を育

み、将来的な地元定着促

進へつなげることを目的

に、毎月のワークショップを重ねて商店街の方々と

対話を設けて、９月末に開催された「もりおか産業

まつり」にて高校生×商店街で商品販売を実施しま

した。 

事業の内容 【実施主体】 

 ドリーム・シード・プロジェクト 

【設立年月日】 

 平成26年12月 

【代表者】 

 工藤 時広 

【主な活動実績】 

【事業のテーマ】 

 高校生などが地域において学びを得られ     

る機会の提供  

 （協働担当課：都市戦略室） 

第２期盛岡市まち・ひと・しごと創生総合

戦略において、若者の地元定着に取り組んで

いるところですが、転出者が転入者を上回る

「転出超過」の状態が続いています。こうし

た中で、進学や就職などで県外に転出する前

に、地域に対する愛着を持つことでＵターン

につながることが期待されています。 

こうした背景を踏まえて、若者の愛郷心を涵

養し、地元定着促進を目的として、高校生、

専門学校生、大学生などが本市における地域

課題に触れ、また地域で活動する人々と交流

する機会を提供することを目指します。  

【令和４年度補助額】 

500,000円 

 ９月22日～25日に開催された「もりおか産業まつり」

にて高校生×商店街での商品販売のほか、 

インタビュー、アンケートといった高校生にとって実践

的な教育の場を設けることができました。 

 今回のワークショップ、「もりおか産業まつり」での

高校生×商店街での商品販売を通して、高校生が商店街

とつながり、足を運ぶきっかけを作ることができまし

た。商店街が高校生にとっての居場所の一つになり、地

域に対する愛着をもつことで、Uターンにもつながればと

思っています。 

 高校生が地域に対する愛着をもつために 

〇盛岡市による「中高生の未来可能性創

出事業」の一環としてパイセンcafeを毎

月実施 

 

〇ふじポンをはじめ岩手で活躍する大人

をゲストに迎え、子どもたちにとって知

らない岩手の魅力を伝える「High 

School DRIVE！岩手で生き残る！」を開

催 

 

〇認知症当事者をホールスタッフとして

活躍の場を高校生とともに行う「注文を

まちがえるカフェ」の運営に協力 

〇内容 

・「もりおか産業まつり」において高校生×商店街

での商品販売の企画や反省などをテーマとした計７

回のワークショップを開催。 

・９月22日～25日に川徳にて開催された「もりおか

産業まつり」にて高校生×商店街で商品販売を実施 

・令和５年３月11日～12日に、商店街のファンブッ

クを作成しつつ街の魅力を再確認するfacebookワー

クショップを開催 

テーマ設定型事業 （令和４年度活動事例） 

「高校生×盛岡の商店街×〇〇＝地域への愛着」事業 
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Ｑ４ 定款、会則又はこれに代わるものと

はどのようなものを提出すれば良い

ですか？ 

Ｑ５ 選考委員会とは、どのようなもので

すか？ 

Ｑ１ 「市民活動団体等」とはどのような

団体のことですか？ 

Ａ１ 市民協働推進事業補助金の対象となる

「市民活動団体等」とは、営利活動又は宗

教活動を目的としない団体のうち、市内に

主たる事務所を有し、又は市内で活動実績

がある団体を言います。 

 

  具体的には次のような団体が該当します。 

  特定非営利活動法人 / 法人格を取得してい

ない市民活動団体 / 町内会・自治会 など 

Ｑ２ 採択された事業は、いつから実施で

きますか？ 

Ａ２ 補助金の交付決定日以降となります。 

 交付決定より前に支出した経費は、補助対

象となりませんのでご注意ください。 

 補助金の交付決定通知は、選考委員会開催

後、１月以内を目処に送付します。  

Ｑ３ 補助対象となる経費はどのようなも

のですか？ 

Ａ３ 提案する事業を実施するために、直接必要

な経費です。 

  

具体的には次のようなものが想定されます。 

謝礼金 / 旅費 / 手数料 / 賃借料 / 印刷

費 / 消耗品費 / 食糧費 など 

   

団体の運営経費や、備品等財産の取得にかか

る経費は、原則として対象外です。 

 

具体的には次のようなものが対象外経費とし

て想定されます。 

事務所の地代 / 家賃 / 光熱水費の支払い / 

比較的長期間の使用又は保存に耐える物品 / 

取得価額が３万円以上のもの 

Ａ５ 選考委員は４名。市民活動団体の役員、 

  学識経験者、市職員等から構成されます。 

   選考委員会では、応募者および協働担当

課が、提案する事業の概要や事業実施による

効果などについて、プレゼンテーション（約

10分）を行います。 

 選考委員会の日程や場所は、応募締め切り

後１週間程度を目処に、申請団体及び協働担

当課へお知らせします。 

    

Ａ４ 任意様式で構いませんので、次の内容が

分かるものを提出してください。 

 ・ＮＰＯ活動※を行う団体である 

・市内に事務所があるまたは活動が市内で行 

  われている 

・会員の資格に関して、不当な条件を付して 

  いない 

・代表者や運営方法が決まっている 

・独立した組織による継続的活動を行ってい 

  る（特定の事業を行うために単年度限りで 

  設立された組織は補助対象外とします。） 

・暴力団もしくはその構成員の統制下にある 

  団体ではない 

※盛岡市は、「ＮＰＯ活動」を次のように定義

します（「ＮＰＯ活動促進のための基本方針」参照）  

①自発的・自主的に行う活動  

②市を基盤とした活動 

③非営利活動 

④公益性を有する活動 

⑤誰に対しても開かれている活動 

⑥政治活動及び宗教活動を目的としない活動 

⑦反社会的ではない活動 

公募型協働推進事業に関する よくある質問 
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 盛岡市は、『盛岡市市民協働推進指針（平成26年３月策定）』において、「市民協働」を次の

とおり定義しています。 
 

 市民活動を行うものと市が、社会的な課題の解決や「盛岡のまちづくり」など、共通の目的に

対して高い成果を上げるために、お互いの特性を認識し、尊重し合いながら、対等な立場で連

携・協力しあうこと。 

 

 協働でまちづくりなどの事業を行う場合、次のようなプロセスで取り組むことが想定されま

す。盛岡市と協働事業を行う際の参考としてください。 

協働事業の基本的なフローチャート 

協働事業の検討 

協働形態の選択 

協働相手の選定 

協働事業実施前の最終

チェック 

協働事業の実施 

実施事業の検証と公表 

協働事業の提案促進、協働に向けた項目

のチェック。 

適切な協働形態の選択、取り決め。 

協働相手の適切な選定。 

チェック項目の確認。 

取り決め内容に基づいた、事業の実施。 

実施した事業の検証と、成果等の公表。 

協働によるまちづくりの進め方 

 ～盛岡市と市民活動団体等が協働で事業を行う場合～ 
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協働事業の検討 

協働形態の選択 

 盛岡市は、協働事業を行う際は、具体的に、次のような内容を確認します。 

 なお、確認内容は、事業の性質等により、異なる場合があります。 

□ 盛岡市民のニーズが反映されていますか？ 

市民ニーズの把握方法の妥当性について検証します。 

□ 協働による効果が期待できますか？ 

市民サービスの向上（地域の実情に応じたきめ細やかな対応、専門的知識やノウハウの

活用、現行制度では対応が難しい課題への対応など）、事業の効率化、雇用創出等の効

果が期待できるか検討します。 

□ 市が実施するべき事業ですか？ 

国や県、民間等で実施するべき事業でないかを確認します。 

また、市の方針・計画に合致するか。今実施するべきものかを検証します。 

□ 公益的な事業ですか？ 

得られる効果が、広く盛岡市民に還元されるものであるかを検証します。 

□ 予算の見積りは適正ですか？ 

予算の見積もりが、得られる効果に対して過度に高い額であったり、実施するにあたり

不十分な額ではないかを検証します。 

□ 将来的な事業効果が見込めますか？ 

事業効果が一過性のものではなく、持続性を有しているか、事業終了後どのような効果

が期待されるかを検証します。 

□ 事業実施に必要な資源を措置できますか？ 

事業実施に必要な資源（人、予算、物など）を協力して準備できるか検証します。 

□ 情報提供・情報交換 

 それぞれが持っている情報を提供・共有しあうこと。協働事業の提案を受けたりする

ことも、協働の一つと考えられます。 

□ 後援 

 団体が主催する取組に対して、行政が「後援」という形で名を連ねたり、行政主体の

イベント等に団体が名を連ねること。主に、金銭的支出を伴わない協働の形態。行政か

らの後援によって、団体の活動に対する社会的な理解や信頼が増したり、団体からの後

援によって、地域社会との密着性や親しみが生まれることが期待されます。 

協働によるまちづくりの進め方 

 ～盛岡市と市民活動団体等が協働で事業を行う場合～ 

事業提案のポイント① 

市民にとって有益な事業であっても、市

の政策とマッチしない場合、協働事業の

対象とならない場合があります。 

 市に提案を行う前に、市の計画などに

目を通しておくと良いです。 
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協働相手の選定 

□ 事業の遂行能力 

  協働対象事業と類似する事業実務経験の有無（専門性、ノウハウの確認） 

□ 団体運営の健全性 

  経理の適切性、収支の安定性（会費・寄附金などの収入に占める比率等） 

□ 団体運営の透明性 

  事業報告書、収支報告書などの積極的な公開 

□ 会員数・事務局体制 

  幅広い会員による支援や事務局体制の整備 

□ その他 

  宗教・政治活動・反社会勢力との関わり等の有無  

□ 共催 

 団体と行政が、ともに事業主体となって、共同で短期間の取り組みを行う形態。取り

組みの検討段階から協働し、目的の明確化と情報の共有化を図ることが大切です。十分

協議のうえ、対等な立場で役割分担を行い、責任の所在を明確にしておく必要がありま

す。 

□ 実行委員会等 

 団体と行政で構成された「実行委員会」や「協議会」が事業主体となって、取り組み

を行う協働形態。取り組みの検討段階から協働し、目的の明確化と情報の共有化を図る

ことが大切です。 

□ 事業協力 

 団体と行政が、協定書などに基づき目的、役割分担、責任分担、経費分担、有効期限

などを決めて、一定期間継続的な関係のもとで事業を協力して行う協働形態。 

□ 委託 

 本来行政が責任を持って行うべき分野と考えられている領域において、団体の有する

専門性、柔軟性、先駆性などの特性を活かし、より効果的に取り組みを進めるため、団

体に業務を委託する協働形態。 

□ 補助 

 要綱などに基づく補助金等の行政からの財政支援により、団体が公益的な事業を行う

場合も、協働形態の一つと考えられます。先駆性や補完性など、行政が特定の団体に公

金を支出するに足りる合理性が求められます。 

協働によるまちづくりの進め方 

 ～盛岡市と市民活動団体等が協働で事業を行う場合～ 
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協働事業実施前の最終チェック 

協働事業の実施 

□ 事業目的の共有 

お互いに事業目的合致しているか、目的の共有を再度行います。 

□ 役割分担の明確化 

 双方の役割分担について、再度確認します。 

□ 責任分担の明確化 

 双方の責任の所在について、再度確認します。 

□ 費用負担の明確化 

 双方の費用負担について、再度確認します。 

□ 定期的な協議機会の確保 

 事業実施前だけでなく、実施中においても定期的に協議する場を設け、適正な事業遂

行が確保されるよう努めます。 

□ 協働関係の解消時期の明確化 

 様々な主体と協働事業を行い、多様な公共サービスの提供や、サービスの質の向上を

図る機会となる可能性があることから、特定の団体との協働を安易に継続することな

く、協働関係の解消時期を明確にしておきます。 

実施事業の検証と公表 

 協働事業の実施に当たっては、事前に双方で取り決めた内容を遵守して進めます。 

 ただし、内容を変更することにより、事業の目的を効果的に達成できる可能性が高いと判

断される場合は、双方十分な協議のうえ、所定のルールにしたがって変更手続きを行うこと

もあります。 

 事業実施後は、実施事業のプロセス、効果課題等について検証し、報告書を作成します。 

 また、市は、行政の透明性の確保、事業成果の共有化及び普遍化のため、実施した事業の

内容について、市民に対して公開します。 

〒020-8530 盛岡市内丸12番２号 

電話: 019-626-7535（直通） 

FAX: 019-622-6211（代表） 

電子メール: kyodo@city.morioka.iwate.jp 盛岡市市民協働推進課 

協働によるまちづくりの進め方 

 ～盛岡市と市民活動団体等が協働で事業を行う場合～ 

事業提案のポイント② 

 市と協働で事業を行う場合、市の役割

として、事業周知の協力（公共施設等へ

のチラシ配架）や公共施設の使用料の免

除などを担当することがあります。 

 市に提案を行う際は、期待する役割に

ついてあらかじめ伝え、合意のもとで事

業を開始するようにしましょう。 

 

ホームページも 

ご覧ください 

(広報ID 1022498) 


